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厚生労働省

第１回 労働市場改革分科会を踏まえた論点の整理について

令和８年４月３日 第２回 日本成長戦略会議 労働市場改革分科会 資料１
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第１回労働市場改革分科会を踏まえた論点の整理について①

2

① 企業の付加価値向上に向けた経営課題への対応として、適切な価格転嫁・取引適正化の取組に加え、労

働力供給制約など経営環境の変化の下で、中小企業を含め、新たな経営戦略に基づき事業構造の転換やDX

等の設備投資を進める企業が、必要な人材の育成・確保を含めた人材戦略の実践（経営戦略と人材戦略の

連動）を進めていくことが重要ではないか。

② 我が国の人的資本投資が少ないことが課題であるが、産業政策と連携した国や地域におけるリ・スキリ

ング等の取組を進めるにはどのような方策が考えられるか。また、労働者のリ・スキリングの時間を確保

できていない、必要な人材育成を担う者が確保できないなどの課題が考えられるが、どのように対応して

いくべきか。

③ 労働力供給制約下でも、将来にわたって必要なサービスを確保するためには、社会を支える現場人材、

エッセンシャルワーカーの生産性向上を図ることも重要。現場のニーズを踏まえながら、積極的なDXや、

リ・スキリング等により労働生産性を向上させ、質的な向上を図ることが重要であるが、どのように対応

していくべきか。

④ 労働力供給制約の中、希少な労働力がより効果的に活用され経済全体の効率性が高まることが重要であ

るが、労働者の希望に応じた労働移動の実現に向けて、「労働市場の見える化」、マッチング機能の強化

やセーフティネットのあり方についてどう考えるか。

⑤ 今後も中小企業を中心に人手不足が続く可能性が高いが、地域経済の中核をなす中小企業やエッセン

シャルワーカー等の人材確保・育成に向けてどのように対応していくべきか。
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第１回労働市場改革分科会を踏まえた論点の整理について②

3

⑥ 労働力希少社会であることを踏まえると、労働投入の効率化や労働参加の促進が重要であるが、労働者

の健康確保を前提としつつ、労働時間制度について、柔軟で多様な働き方の実現に向け、どのように対応

していくべきか。

⑦ 女性、高齢者をはじめとした労働者について、更なる労働参加の促進やスキルと能力を十分に発揮でき

る環境の整備、非正規雇用労働者の処遇改善等が求められる。また、就労意欲ある障害者についても、能

力発揮の十分な促進等に向けた雇用の質の向上等が求められる。これらの課題について、具体的にどのよ

うに対応していくべきか。

⑧ 労働力希少社会では、多様な人材を活かすことや人材の確保・定着を進めていくことが重要であるが、

特に中小企業における人材マネジメントを支援するため、能力開発に関する伴走型支援、様々な労働時間

制度の活用、人材の確保・定着に結びつけるための相談体制などに対する既存の仕組みを踏まえつつ、ど

のように対応していくべきか。

⑨ これらに向けては、企業における人材マネジメントの課題解決に向けた取組と、適切な価格転嫁・取引

適正化、事業構造の転換やDX化等の設備投資といった経営課題の解決に向けた取組が一体となって実施さ

れることが重要であるが、人材マネジメントに関する支援と経営課題の解決に向けた支援の連携について、

既存の仕組みを踏まえつつ、どのように対応していくべきか。
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労働時間制度の運用面の見直しについて

【現状】

・「働き方改革推進支援センター」（支援センター）は、労働時間に限らず助成金等の支援策の活用についても助言・指南して

いる。（※全国社会保険労務士会連合会が受託、各都道府県にセンターを設置している。）

・労働基準監督署（労基署）に、監督指導と切り離した「労働時間相談・支援班」を設けており、個別の訪問支援や説明会によ

り、希望した事業場に対して、労働時間に関する法制度等を中心に説明を行っている。

・労基署において、適法な時間外労働に対しても、時間外労働時間数に着目した一律の指導を実施している。

【方向性】

○ 労働時間制度の範囲内で柔軟で多様な働き方のニーズに対応できるよう、事業主や労働者が置かれている個別の事情に合っ

た支援を､労基署と支援センターが連携して効果的に実施していくことが重要ではないか。

○ 支援センターにおいて、36協定の締結・改定や柔軟な労働時間制度の活用に向けた相談・支援を積極的に行ってはどうか。

また、人事・労務に限らず、様々な経営課題に対応するため、支援センターとよろず支援拠点、商工会議所や商工会等との

連携強化も重要ではないか。

○ また、企業の希望や支援ニーズに応じ、労基署（相談・支援班）と支援センターが連携し、働き方の実態やニーズを踏まえ

た36協定の締結・改定等に向けた相談支援や、業務効率化に資する設備投資に使える助成金の提案など、企業が求める支援

をパッケージで提供してはどうか。

○ また、労基署における指導の在り方についてどのように考えるか。

471




